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四国厚生支局について

Ⅰ 国民目線に立った行政運営
国の社会保障政策の効果が最大限発揮されるよう、広い視野、地域の視点、国民の目線を重視して、

所掌事務を適正かつ迅速に遂行します。

Ⅱ 公平公正な制度運営
常に高い倫理観と強い責任感を持ち、法令を遵守し、公平公正に制度運営します。

Ⅲ 広報広聴の推進
国民に対し分かりやすい情報提供を行うとともに、広く情報を収集・分析し、必要な業務の改善に繋げ、

国民との信頼関係の構築を目指します。

Ⅳ 業務改善・効率化
職員一人一人がたゆまぬ意識改革を行い、業務の改善と効率化に向けて取り組みます。

Ⅴ 明るい職場づくりを通じた行政サービスの一層の向上
職員相互に尊重・協力し合う明るい職場づくりを進め、行政サービスの一層の向上を図ります。

基本理念

行動指針

四国厚生支局の基本理念及び行動指針
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四国厚生支局は、国民一人一人が、健康で安心して充実した生活を送ることができるよう、四国
地方における実情を踏まえつつ、国の社会保障政策を着実に推進することを通じて、将来にわたる
国民生活の質の向上と社会経済の発展に寄与することをその使命としています。

四国厚生支局は、四国地方４県において、国民の皆様に最も身近な医療、健康、年金、福祉などの
社会保障施策を実施しています。
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北海道厚生局（札幌市）

関東信越厚生局（さいたま市）

東海北陸厚生局（名古屋市）

近畿厚生局（大阪市）

中国四国厚生局（広島市）

九州厚生局（福岡市）

●北海道

●青森県●岩手県●宮城県
●秋田県●山形県●福島県

●福岡県●佐賀県●長崎県●熊本県
●大分県●宮崎県●鹿児島県●沖縄県

●茨城県●栃木県●群馬県●埼玉県●千葉県
●東京都●神奈川県●新潟県●山梨県●長野県

厚生労働省本省（東京都）

●福井県●滋賀県●京都府●大阪府
●兵庫県●奈良県●和歌山県

●鳥取県●島根県●岡山県●広島県●山口県
●徳島県●香川県●愛媛県●高知県

●富山県●石川県●岐阜県●静岡県
●愛知県●三重県

四国厚生支局（高松市）
●徳島県●香川県●愛媛県●高知県

沖縄麻薬取締支所（那覇市）
●沖縄県

●

● ●
● ●

●
●

●

●

●

東北厚生局（仙台市）



四 国 厚 生 支 局 の 組 織 図
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年 金 ・ 健 康 福 祉 部 門

四国厚生支局の各部門

企画調整課は、四国厚生支局の組織目標、業務計画に関する企画立案や、広報活動、職員研修の企画
のほか、「四国地方社会保険医療協議会」＊の運営等を行っています。

● 支局の所掌事務に関する総合的な企画・立案及び調整

● 四国地方社会保険医療協議会の運営

業 務 内 容

四国厚生支局の事業の推進のために企 画 調 整 課

総務課は、四国厚生支局の総務事務のほか、行政文書等の開示に係る事務や国有財産の管理等を
行っています。

● 支局の総務、会計等

● 支局職員の人事、給与、研修、福利厚生等

● 支局が保有する行政文書の情報公開等

● 支局所管の国有財産の管理

業 務 内 容

四国厚生支局の円滑な運営のために総 務 課
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＊四国地方社会保険医療協議会とは、保険医療機関・保険薬局（保険診療を実施できる医療機関・薬局）の指定や指定の取消、保険医・
保険薬剤師（保険診療を実施できる医師・薬剤師）の登録の取消などについて審議する会議です。

総務課

企画調整課

年金管理課

年金審査課

健康福祉課

地域包括ケア推進課

保険年金課

支局長 社会保険審査官室

管理課

医療課

調査課

指導監査課（香川）

各県事務所（徳島、愛媛、高知）

麻薬取締部
（調査総務課、捜査課、

密輸対策・情報官、鑑定官）

指導総括管理官

次長

麻薬取締部長

総務管理官
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年金審査課は、厚生年金保険及び国民年金の被保険者等から提出された年金記録の訂正請求に関する
業務を行っています。

年金記録の訂正を求める方
（ご本人・遺族年金の受給権者等）

日本年金機構 各年金事務所
（請求書の受付・記録の確認審査）

四国厚生支局長

事業主・従業員などの関係者
市町村・税務署・金融機関 等

中国四国地方年金記録訂正審議会
四国担当部会

①訂正請求

⑤諮問

④回答・報告

⑦訂正・
不訂正決定通知

⑥答申

厚生労働大臣または裁判所⑧審査請求
または裁判
※１

※１ 決定に不服がある場合
・厚生労働大臣に対して、行政不服審査法に基づく
審査請求を行うことができます。
・四国厚生支局長の決定の取消を求めて、裁判所に
訴訟を提起することもできます。

②訂正請求書を送付

➂調査・照会

● 厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関する事務並びにこれに関する調査事務

● 中国四国地方年金記録訂正審議会＊四国担当部会の運営

業 務 内 容

【年金記録の訂正請求手続の流れ】

＊中国四国地方年金記録訂正審議会とは、弁護士、社会保険労務士、税理士等の有識者で構成され、訂正請求を中立的な立場で審議
し、公平・公正な判断を行うために設置された会議です。

暮らしを守る年金制度の適切な運営のために年 金 管 理 課

年金記録の訂正を求める方のために年 金 審 査 課
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公的年金は、厚生労働大臣が財政責任・管理運営責任を負い、直接的な監督の下、日本年金機構が
一連の業務を運営しております。
年金管理課は、日本年金機構が行う各種業務にかかる認可や市町村が国民年金事務等を執行するため

に必要な事務費に係る交付金等の審査等の業務を行っています。

● 日本年金機構が行う各種業務の認可等

● 国民年金事務費交付金等に関する業務

● 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金に関する業務

● 地域年金展開事業に関すること

業 務 内 容

申請・届出等

市 町 村

事前認可・許可等

【四国厚生支局と関係団体等との関わり】

被保険者・受給権者・事業主のみなさま

保険料の徴収
年金の給付等

適用事務等
申請・届出等

制度周知
事務費交付等

日本年金機構

国（年金局・地方厚生（支）局）
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健康福祉課は、老人ホーム・保育所・保健センター等の整備に対する補助金の交付、栄養士や介護福
祉士等を養成する施設に対する指定・監督、地域で活動している民生委員＊・児童委員＊の委嘱、医師
の偏在対策、災害医療の確保に関する支援及び医療機関における医療安全対策、並びに地域医療構想を
推進する取り組みを実施しています。

● 福祉、保健衛生関係の補助金の執行

● 各種養成施設等の指定及び監督

● 民生委員等の委嘱事務

● 医療安全の普及・啓発

● 生活保護法の施行事務に関する監査

● 医療観察法に基づく対象者の移送業務

● 地域医療構想の達成に向けた取組の推進

● 災害時における医療の確保の支援

● 医師少数区域等で一定期間を勤務した医師の認定

● 社会福祉士養成施設（※） ● 介護福祉士養成施設（※）
● 精神保健福祉士養成施設（※） ● 栄養士養成施設
● 管理栄養士養成施設 ● あん摩マッサージ指圧師養成施設

※ 文部科学省と共管する学校に限る。

（写真）保育所の整備（改修）

業 務 内 容

所管養成施設の種類

【補助金の執行業務（補助金の例）】

【 医療安全の普及・啓発 】

（写真）医療安全ワークショップ

＊民生委員とは、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の
立場に立って相談に、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めている方々で、児
童委員を兼ねています。

誰もが安心して暮らせる健康福祉サービスの提供のために健 康 福 祉 課

保険年金課は、健康保険組合や企業年金等の認可、指導監督等を行い、制度の健全かつ円滑な運営に
取り組んでいます。

● 健康保険組合の行う業務についての認可、指導監督等

● 全国健康保険協会支部の行う業務についての認可、立入検査等

● 確定給付企業年金＊、確定拠出年金＊の認可、承認及び指導監督等

業 務 内 容

（写真）健康保険組合予算編成事務講習会

生涯にわたり安心して健やかに暮らせるために保 険 年 金 課
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健康保険組合
全国健康保険協会（支部）

確定給付企業年金
確定拠出年金（企業型）

四国厚生支局

申請・届出等

認可・指導監督等

【四国厚生支局と関係機関等との関わり】

＊確定給付企業年金とは、企業が従業員と給付の内容を約束し、その内容に基づいた給付を受けることができる企業年金です。

＊確定拠出年金とは、掛け金を加入者ごとに管理し、加入者自らが指図して運用し、掛け金と運用益を元に給付を受ける年金制度
であり、運用の結果により受け取る年金の額が決定する年金です。

＊児童委員とは、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見
守り、子育ての不安や妊娠中の心配事などの相談・支援等を行う方々です。
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被保険者等（審査請求人）の権利・利益の救済を図るために社会保険審査官室

地域包括ケア推進課は、地域包括ケアシステムの構築の支援及び認知症施策の普及・啓発のため、
各県に対する支援や助言を行っています。

● 地域包括ケアシステムの構築の支援に関する企画、立案、総合調整

● 地域包括ケアシステムの構築の支援及び普及・啓発

● 介護保険法に基づく地域支援事業の把握、助言、支援

● 認知症施策推進大綱に基づく認知症施策の普及・啓発及び各種事業の

把握、助言

● 地域支援事業交付金や地域医療介護総合確保基金の執行管理等

● 介護保険事業（支援）計画に関する課題把握、助言、支援

業 務 内 容

※ 地域包括ケアシステムとは、医療や介護が必要な状態になっても可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生
の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される体制のことをいいます。

住み慣れた地域で自分らしく、生き生きと暮らせるために地域包括ケア推進課
四
国
厚
生
支
局
の
概
要

四
国
厚
生
支
局
の
概
要

年
金
・健
康
福
祉
部
門

年
金
・健
康
福
祉
部
門

医
療
指
導
部
門

医
療
指
導
部
門

麻
薬
取
締
部
門

麻
薬
取
締
部
門

所
在
地
・連
絡
先

所
在
地
・連
絡
先

四
国
厚
生
支
局
の
概
要

年
金
・健
康
福
祉
部
門

医
療
指
導
部
門

麻
薬
取
締
部
門

所
在
地
・連
絡
先

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■地域包括支援センター
■ケアマネジャー

病気になったら･･･医療

■病院
・急性期病院
･回復期、慢性期リハビリ病院

■日常の医療
・かかりつけ医、
有床診療所

・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

通院・入院

いつまでも元気に暮らすために･･･生活支援・介護予防

通所・入所 ■在宅系サービス
・訪問介護 ・訪問看護 ・
通所介護

・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護

＋訪問看護）等

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

■介護予防サービス

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分
以内に必要なサービスが提供される日常
生活圏域（具体的には中学校区）を単位と
して想定

■自宅
■サービス付き
高齢者向け住宅等

老人クラブ・自治会・
ボランティア・NPO 等

介護が必要になったら･･･介護地域包括ケアシステムの姿

住まい

（写真）令和４年度移動支援セミナー
※高知市青年センターにて開催

業 務 内 容

【 審 査 請 求 の 流 れ 】

保険者が行った処分

決定に対して不服

（３月以内に審査請求）

審査請求に関する

照会・相談の対応

審査請求の受付

審査請求事案に

関する審理

審理結果の通知

決定書を審査請求人へ送付

（容認・棄却・却下）

社会保険審査官は、保険者が行った健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づく保険（年金）
給付や被保険者資格などの処分決定に対する不服申立てである審査請求の業務を行っています。

● 厚生労働大臣が行った保険（年金）給付の処分決定に対する審査請求の対応

● 日本年金機構理事長が行った厚生年金保険や健康保険の被保険者資格、標準報酬及び国民年金

保険料の処分決定に対する審査請求の対応

● 全国健康保険協会各支部長が行った健康保険給付の処分決定に対する審査請求の対応

● 健康保険組合や厚生年金基金、国民年金基金等が行った処分決定に対する審査請求の対応
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医療指導部門は、保険診療の質的向上や医療費適正化を目的として、医療保険制度の運営に関わる保険
医療機関・保険薬局＊等に対する指導監督業務を行っています。

国民皆保険制度により、すべての国民が、健康保険や国民健康保険といった公的医療保険に加入し、
いつでも必要な医療を受けることができます。

＊ 保険者とは、保険事業の運営主体を指す。全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、各市町村、後期高齢者医療広域連合
等があります。

＊保険医療機関・保険薬局とは、健康保険法等で規定される、保険診療を実施できる医療機関・薬局です。

管理課は、医療指導部門が行う業務の総合調整や、国民健康保険等の保険者に対する助言、社会保険診療報
酬支払基金支部の監督等を実施しています。

● 指導監査課や各県事務所等が行う業務の進捗管理等

● 国民健康保険の保険者に対する技術的助言、国民健康保険団体連合会が行う業務に対する指導監督

● 後期高齢者医療広域連合が行う業務や市町村が行う後期高齢者医療制度に関する事務に対する技術的助言

● 社会保険診療報酬支払基金支部の行う業務の監督

医 療 指 導 部 門

管 理 課

【保険診療・費用負担の流れ】

業 務 内 容

医療保険制度について

医療保険の健全な運営のために
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診断・治療

一部負担金

（例）３割

診療報酬支払

（例）７割

診療報酬請求

税

保
険
料

保
険
医
療
機
関

審
査
支
払
機
関

国・市町村 事業所

保

険

者

患者 被保険者

＊ 審査支払機関とは、保険医療機関から請求のあった診療報酬について内容を審査し支払いを行う機関で、社会保険診療報酬支払基金、
国民健康保険団体連合会があります。

＊
＊
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業 務 内 容

調査課は、医療指導部門の保有する行政文書の開示請求に対する事務や、訴訟事務、保険医療機関等
管理システムの運用等を行っています。

医療課は、特定機能病院＊への立入検査、指導監査課や各県事務所が行う業務の指導監督等を行って
います。

＊特定機能病院とは、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び評価並びに高度の医療に関する研究を実施する能力を備えた
病院としてふさわしい人員配置、構造設備等を有するものとして、厚生労働大臣の承認を受けた医療機関です。
四国厚生支局管内では各県の大学病院が承認されています。

指導監査課や各県事務所は、管轄する県内の保険医療機関、保険薬局等に対する指導監督や施設基準＊

等届出の審査業務等を行っています。

業 務 内 容

医 療 課

調 査 課

指導監査課（香川県）・各県事務所（徳島県・愛媛県・高知県）

＊ 施設基準とは、保険診療の一部について保険医療機関、保険薬局等の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するため
の基準です。

● 保険医療機関等の情報公開に関すること

● 医療指導部門の訴訟に関する事務の調整

● 保険医療機関等管理システムの運用及び情報管理

● 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師等に対する指導監督、施設基準等の申請、届出に関する手続の取扱
事務

● 柔道整復師の施術療養費の受領委任に関する登録及び承諾等

● はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術療養費の受領委任に関する承諾等

業 務 内 容
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● 特定機能病院の立入検査（人員、構造設備、医療安全等）

● 指導監査課や各県事務所が行う業務の指導監督

● 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師等に対する指導監督



麻薬取締部は、麻薬、覚醒剤等の薬物犯罪の捜査や、医療用麻薬等を取り扱う医療機関、薬局等へ
の立入検査等を実施しています。また、再乱用防止対策として薬物乱用者本人やその家族への支援や、
学校等での薬物乱用防止啓発活動を行っています。

薬物相談電話 ０８７－８２３－８８００

● 医療用麻薬や向精神薬の流通経路監視
● 定期的に病院、薬局、製薬会社等に対する立入検査を実施
● 正規流通経路からの横流しや不正使用を防止するための指導、

助言等の実施

● 薬物乱用者の家族や友人からの相談、一般市民からの
通報の受理とその対応

● 学校での薬物乱用防止教室や関係機関での講演等の
薬物乱用防止啓発活動の実施

● 薬物初犯者等に対する社会復帰に向けた支援

● 麻薬及び向精神薬取締法
● あへん法
● 大麻取締法
● 覚醒剤取締法
● 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための

麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（麻薬特例法）

● 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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麻 薬 取 締 部 門

業 務 内 容

薬 物 関 連 ５ 法

医 薬 品 医 療 機 器 等 法

薬 物 犯 罪 の 捜 査 及 び 鑑 定

医 療 麻 薬 等 の 監 督 、 指 導

啓 発 活 動 ・ 再 乱 用 防 止 活 動

麻 薬 取 締 部 薬物乱用のない社会の実現のために
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（写真）「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン

● 特別司法警察員として、覚醒剤・麻薬等の薬物犯罪に関
する捜査・情報収集活動の実施

● 麻薬取締部の鑑定官による、押収した証拠品等の鑑定

（写真）押収した証拠品

（写真）業務内容のイメージ

関 係 法 令



高松サンポート合同庁舎 北館４階 南館５階

〒７６０－００１９
香川県高松市サンポート３番３３号 高松サンポート合同庁舎北館４階・南館５階

〒７６０－００１９
香川県高松市サンポート２番１号 高松シンボルタワー９階・１０階

【９階】

【１０階】

高松シンボルタワー ９階 １０階

徳 島 事 務 所 愛 媛 事 務 所 高 知 事 務 所

〒７７０－０９４１
徳島県徳島市万代町３丁目５番地
徳島第２地方合同庁舎４階

〒７９０－００６６
愛媛県松山市宮田町１８８番地６
松山地方合同庁舎１階

〒７８０－０８５０
高知県高知市丸ノ内１－３－３０
四国森林管理局庁舎１階

四国厚生支局及び事務所の所在地等
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交通機関

Ｊ
Ｒ
予
讃
線 Ｊ

Ｒ
松
山
駅
前

大
手
町
駅
前

伊
予
鉄
道
高
浜
線

大
手
町
駅

古
町
駅

松山地方合同庁舎1階

県
道

号
線

徳島第2地方
合同庁舎4階

徳島県庁

県警本部

昭和郵便局

バス停
昭和町3丁目

Ｊ
Ｒ
牟
岐
線

か
ち
ど
き
橋

バス停
県庁前

交通機関 ＪＲ牟岐線 阿波富田駅 徒歩10分

徳島市バス・徳島バスバス停
「県庁前」又は「昭和町3丁目」
徒歩５分

ＪＲ予讃線 松山駅 徒歩８分

伊予鉄道
環状線宮田町駅徒歩３分
高浜線古町駅徒歩８分

フジグラン松山

松山宮田郵便局

宮田町駅

伊予鉄道環状線
（路面電車）

交通機関 ＪＲ高知駅 車で１５分

電停グランド通り徒歩５分

19

徳島第2地方
合同庁舎4階

電話番号部署名

０８７－８５１－９５６５総務課・企画調整課

０８７－８１１－８９１０麻薬取締部

電話番号部署名

０８７－８５１－９５６６健康福祉課

０８７－８５１－９５７８地域包括ケア推進課

０８７－８５１－９５６２保険年金課

電話番号部署名

０８７－８５１－９５１０年金管理課

０８７－８５１－９５７１年金審査課

０８７－８５１－９５６４社会保険審査官室

電話番号部署名

０８８－６０２－１３８６審査課

０８８－６０２－１３８７指導課

電話番号部署名

０８９－９８６－３１５６審査課

０８９－９８６－３１５７指導課

電話番号部署名

０８８－８２６－３１１６審査課

０８８－８２６－３１１７指導課
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阿
波
富
田
駅

松
山
駅

高知法務総合庁舎

高知城

高知県庁

バス停
県庁・市役所前

高知公園

城西公園

裁判所

高知県庁西庁舎

電停グランド通り 電停県庁前

総合あんしん
センター

四国森林管理局庁舎１階

高知市役所

江
の
口
川

電話番号部署名

０８７－８５１－９５０１管理課・調査課

０８７－８５１－９５０２医療課

０８７－８５１－９５９３

（０８７－８５１－９５８５）

指導監査課

（施設基準担当）

【北館４階】

【南館５階】
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